
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２期東金市子ども・子育て支援事業計画の 
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令和４年度第１回子ども・子育て会議 
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１．教育・保育の量の見込み及び提供体制の確保の内容 
 

（１）計画期間内の進捗状況 

 

○量の見込みと確保の内容 

（単位：人） 

年
度 

年齢 認定区分 

量の見込み 
① 

確保の内容 
② 

②－① 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 

令
和
２
年
度 

３～５
歳 

１号認定 
645 604 1,207 1,207 562 603 

２号 
認定 

教育ニーズ 

保育ニーズ 404 449 510 510 106 61 

０～２
歳 

３号 
認定 

０歳 83 40 68 52 △15 12 

１～２歳 265 287 325 339 60 52 

計 348 327 393 391 45 64 

令
和
３
年
度 

３～５
歳 

１号認定 
606 546 1,137 1,207 531 661 

２号 
認定 

教育ニーズ 

保育ニーズ 391 442 510 510 119 68 

０～２
歳 

３号 
認定 

０歳 87 49 68 52 △19 3 

１～２歳 243 264 325 339 82 75 

計 330 313 393 391 63 78 

令
和
４
年
度 

３～５
歳 

１号認定 
554 472 1,051 1,152 497 680 

２号 
認定 

教育ニーズ 

保育ニーズ 369 443 556 528 187 85 

０～２
歳 

３号 
認定 

０歳 90 50 72 55 △18 5 

１～２歳 248 273 340 344 92 71 

計 338 323 412 399 74 76 

※実績は各年度４月１日時点 

○認定区分について 

■１号認定･･･（幼稚園・認定こども園の利用） 

満３歳以上の学校教育のみ（保育の必要性なし）の就学前の子ども。 

■２号認定[教育ニーズ] ･･･（幼稚園・認定こども園の利用） 

満３歳以上の保育の必要性の認定を受けた就学前の子どものうち、幼稚園の利用希望が強いもの。 

■２号認定[保育ニーズ]･･･（保育所・認定こども園の利用） 

満３歳以上の保育の必要性の認定を受けた就学前の子どものうち、今後、認定こども園、保育所等

を利用したいとするもの。（保育を必要とする子ども）。 

■３号認定･･･（主に保育所・認定こども園・小規模保育の利用） 

満３歳未満の保育の必要性の認定を受けた就学前の子ども（保育を必要とする子ども）。 

※２号認定の[教育ニーズ]と[保育ニーズ]との区分は、量の見込みを算出するにあたっての便宜上の

区分としたものです。量の見込みの人数実績では２号認定を受けた後、幼稚園利用に変更のあった

児童数を教育ニーズに計上しました。
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（２）教育・保育施設及び地域型保育事業の実施状況 

 

令和４年４月１日時点 

教育・保育施設 

幼稚園    ８園（公立７園、私立１園） 

認定こども園 ３園（公立２園、私立１園） 

保育所    ５園（公立３園、私立２園） 

地域型保育事業 小規模保育事業 ６ヶ所 

 

○令和２年４月 公立保育所１ヶ所が幼保連携型認定こども園に転換 

○令和４年４月 公立保育所１ヶ所が幼保連携型認定こども園に転換 

私立保育所１ヶ所設置 

小規模保育事業１ヶ所廃止 

公立幼稚園１園廃止 

 

２．地域子ども・子育て支援事業の量の見込み及び提供体制の確保の内容 

 

第2期東金市子ども・子育て支援事業計画における、地域子ども・子育て支援事業に

ついて、以下の①～⑤の項目のとおり報告します。 

 

 項目 内容 

① 事業概要  

② 計画期間における実施状況 令和２年度、３年度の実施状況 

③ 

評価 

実施計画に対しての達成度評価 

「実施できた(概ね実施できた)」、「一部実施できた」、「未

実施」の3段階評価 

評価の理由・課題 
評価が「一部実施できた」、「未実施」の場合、その理由や

課題 

④ 
新型コロナウイルス感染症

等の影響 

「影響あり」、「影響なし」で判断 

国の見直し基準で、影響が大きい場合には見直しの先送

り等をするよう示されている 

⑤ 今後の展開方針 令和４年度～６年度の各事業の方針（予定） 
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①事業概要 

 子ども及び保護者等、または妊娠している方が、教育・保育施設や、地域子ども・子育て事業

等を円滑に利用できるように、情報提供及び必要に応じて相談、助言等の援助を行う事業です。 

 

②計画期間における実施状況 

 「安心して生み育てる子育て支援」を充実させるため、子どもや保護者の身近な場所で「妊娠

期から子育て期までの切れ目のない支援」を確保する機能を持つ「子育て世代包括支援センター」

を開設しています。基本型を実施する子育て支援課に子育て支援コーディネーターを配置し、母

子保健型を実施する健康増進課の保健師と連携して支援を行っています。 

 

③評価  

実施できた（概ね実施できた） 

 

④新型コロナウイルスの影響  

影響なし 

 

⑤今後の展開方針 

今後も関係機関と連携して、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を行っていきます。 

 

  

(1)利用者支援に関する事業 
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①事業概要 

 保育の必要性の認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間帯以外の日及び時間

により、認定こども園、保育所等において保育を実施する事業です。 

 

②計画期間における実施状況 

 市内の全ての認定こども園、保育所、小規模保育事業において実施しています。 

  （単位：人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 250 250 250 250 250 

供給量見込み 362 362 362 362 362 

１日あたりの

利用人数 
160 189 ― ― ― 

 

③評価  

実施できた（概ね実施できた） 

 

④新型コロナウイルスの影響  

影響あり 

 

⑤今後の展開方針 

保護者の労働時間の延長に伴い、利用する児童の利用時間が長くなっています。保育ニーズ

を勘案し提供体制を維持するとともに、今後も継続的に対応できるよう時間外保育担当の保育

士等の確保をしていきます。 

  

(2)時間外保育事業(延長保育事業) 
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①事業概要 

 低所得で生計が困難である世帯の子どもが利用する特定教育・保育施設等に対して保護者が支

払うべき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は行事への参加

に要する費用等を助成する事業です。 

 

②計画期間における実施状況 

令和元年 10 月からの幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、東金市では新制度未移行幼稚園

に通う低所得者世帯の子どもの給食費の一部（副食費）について補足給付を行っています。 

（単位：人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 10 10 10 10 10 

延べ利用人数 22 11 ― ― ― 

 

③評価  

実施できた（概ね実施できた） 

 

④新型コロナウイルスの影響  

影響なし 

 

⑤今後の展開方針 

低所得で生計が困難な世帯等の子どもが新制度未移行幼稚園に通う場合でも、認可保育施設に

通う子どもと同様の支援を実施していきます。 

  

(3)実費徴収に係る補足給付を行う事業 
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①事業概要 

 教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業への多様な事業者の新規参入の支援等を行うこ

とで、教育・保育等の提供体制の確保を図るための事業です。 

 

②計画期間における実施状況 

 民間保育所や小規模保育事業の開設にあたって、事業開始前における相談、助言、各種手続き

に関する支援等を実施しています。 

  

③評価  

実施できた（概ね実施できた） 

 

④新型コロナウイルスの影響  

影響なし 

 

⑤今後の展開方針 

多様な事業者からの相談・助言等の支援を行います。 

  

(4)多様な事業者の参入促進・能力活用事業 
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①事業概要 

 小学校に就学している児童で保護者が労働等により昼間在宅していない者に対し、授業の終了

後に小学校の余裕教室等を利用して適切な遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業

です。 

 

②計画期間における実施状況 

 学童クラブ1３ケ所において小学６年生までを対象に実施しています。 

（単位：人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量
の
見
込
み 

低学年 372 379 376 371 374 

高学年 121 117 121 122 123 

合 計 493 496 497 493 497 

供給量見込み 568 568 568 568 568 

利
用
人
数 

低学年 374 386 ― ― ― 

高学年 123 107 ― ― ― 

合 計 497 493 ― ― ― 

 

③評価  

実施できた（概ね実施できた） 

 

④新型コロナウイルスの影響  

影響あり 

 

⑤今後の展開方針 

 児童の人数に大きな変化が見られない学童クラブについては、現状の受け入れ態勢を確保

し、児童の減少が見込まれる学童クラブは人数に応じた効果的な運営を検討していきます。 

  

  

(5)学童クラブ(放課後児童健全育成事業) 
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①事業概要 

 保護者の疾病や仕事等の事由により児童の養育が一時的に困難となった場合や、配偶者等の暴

力により緊急に一時保護される場合に、児童等を児童養護施設等で一時的に保護する短期入所生

活支援（ショートステイ）事業と、保護者が仕事等の理由により平日の夜間又は休日に不在とな

り児童の養育が困難となった場合等に、児童を児童養護施設等で保護する夜間養護等（トワイラ

イトステイ）事業です。 

 

②計画期間における実施状況 

配偶者等の暴力により緊急に一時保護する必要がある場合は、その状況を適切に把握して県女

性サポートセンターと連携して支援を行っています。 

それ以外での一時保護または夜間養護等については、養育が困難であるとの家庭相談が寄せら

れた場合に、児童相談所等の関係機関と連携して必要な支援が受けられるよう対応しています。。 

 

③評価  

実施できた（概ね実施できた） 

 

④新型コロナウイルスの影響  

影響なし 

 

⑤今後の展開方針  

 今後も、関係機関との連携を深め、児童等に対する必要な支援を行います。 

 

  

(6)子育て短期支援事業 
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①事業概要 

 保健師等が、生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育てに関する情報提供や養

育環境の把握をする事業です。 

 

②計画期間における実施状況 

 東金市の保健師、看護師、助産師が家庭訪問を実施しています。 

（単位：人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 300 305 310 315 320 

利用人数 308 275 ― ― ― 

 

③評価  

実施できた（概ね実施できた） 

 

④新型コロナウイルスの影響  

影響あり 

 

⑤今後の展開方針 

東金市では、乳児家庭を全戸訪問することが可能な体制が整っており、今後も引き続き体制

の維持に努めるとともに、特に支援が必要な家庭の早期発見、対応に努めます。 

  

(7)乳児家庭全戸訪問事業 
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①事業概要 

 様々な支援・見守りが必要な家庭を訪問し、養育に関する指導・助言等を行うことにより、当

該家庭の適切な養育の実施を確保する事業です。 

 

②計画期間における実施状況 

 養育支援訪問事業については、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対して、保健師や

保育士等が家庭訪問を実施し、養育に関する指導・助言等を行っています。令和２年度まで健康

増進課で所管していましたが、令和３年度から子育て支援課が所管し、事業を委託して実施して

います。 

このほか、要支援児童及び要保護児童等の支援については、東金市要保護児童対策地域協議会

の関係機関で対応しています。 

（単位：人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用人数 72 19 ―  ― ― 

 

③評価  

実施できた（概ね実施できた） 

 

④新型コロナウイルスの影響  

影響なし 

 

⑤今後の展開方針 

今後も、関係機関との連携を深めて、引き続き対応を進めます。  

(8)養育支援訪問事業その他要支援児童、要保護児童等の支援に資する事業 
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①事業概要 

乳幼児とその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、

助言等の援助を行う事業です。 

 

②計画期間における実施状況 

東金市ではユニヴァーサル雙葉学園の子育て支援センター「ぽかぽか」や、東金市児童館の「の

びのびハウス」において本事業に取り組んでいます。 

（単位：人） 

 

③評価  

実施できた（概ね実施できた） 

 

④新型コロナウイルスの影響  

影響あり 

 

⑤今後の展開方針 

子育て世帯では核家族化が進み、周囲に頼れずに孤立し、子育て等に不安を抱えている等の

相談が増加しているため、事業の周知を図り同世代の保護者のコミュニティーとなる本事業を

継続していきます。  

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 

供給量見込み 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 

年
間
延
べ
利
用
人
数 

ユニヴァーサル 

雙葉学園 
5,520 1,068 ― ― ― 

東金市児童館 

(のびのびハウス) 
3,875 3,950 ― ― ― 

合 計 9,395 5,018 ― ― ― 

(9)地域子育て支援拠点事業 
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①事業概要 

 家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児を、主として昼間に、教育・保育施設

等において、一時的に預かり必要な保護をする事業です。 

施設に在籍していない子どもを対象とする一般型、幼稚園等に在籍する子どもを教育時間の前

後や長期休業期間にその施設で預かる幼稚園型、利用児童数が定員に満たない場合にその範囲内

で子どもを預かる余裕活用型があります。 

 

②計画期間における実施状況 

 幼稚園 認定こども園 保育所 小規模 

公立 私立 公立 私立 公立 私立 私立 

令和２年度 

一般型    1  1  

幼稚園型 8 1 1 1    

余裕活用型       3 

令和３年度 

一般型    1  1  

幼稚園型 7 1 1 1    

余裕活用型       4 

※ 公立幼稚園は４，５歳児対象で実施し、令和３年度から２園で３歳児まで拡大。 

（単位：人） 

 

③評価  

実施できた（概ね実施できた） 

 

④新型コロナウイルスの影響  

影響あり 

 

⑤今後の展開方針 

公立幼稚園で実施している３歳児の預かり保育については、実施園を拡大すべきか保護者ニ

ーズを見極め検討していきます。 

私立保育施設は引き続き事業を継続し、令和４年に開設した私立保育所についても、同事業

を実施していきます。  

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 42,000 42,500 42,500 42,500 42,500 

供給量見込み 42,500 43,000 43,000 43,000 43,000 

年
間
延
べ
利
用
人
数 

幼稚園型 29,697 25,939 ― ― ― 

一般型 0 269 ― ― ― 

余裕活用型 339 448 ― ― ― 

計 30,036 26,656 ― ― ― 

(10)一時預かり事業 
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①事業概要 

 病院・保育施設等に付設された専用スペース等において、病児又は病後児を看護師等が一時的

に保育等をする事業です。 

 

②計画期間における実施状況 

平成２４年度より病後児保育事業をりゅうクリニック「ちょこ丸」で実施しています。 

（単位：人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 65 70 75 80 80 

供給量見込み 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 

年間延べ 

利用人数 
50 28 ― ― ― 

 

③評価  

実施できた（概ね実施できた） 

 

④新型コロナウイルスの影響  

影響あり 

 

⑤今後の展開方針 

新型コロナウイルス感染症対策に伴い利用人数は減りましたが、今後も一定数の利用は見込ま

れるため、引き続き事業を実施していきます。 

 

  

  

(11)病児(病後児)保育事業 
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①事業概要 

 乳幼児や小学生等の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受けることを希望する者と、

当該援助を提供することを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業です。 

 

②計画期間における実施状況 

 東金市児童館内にファミリー・サポート・センターを設置して、保育施設・学校等の送迎及び

預かり、家庭での育児サポートなどの援助活動を支援しています。 

（単位：人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 490 490 500 500 500 

供給量見込み 640 640 640 640 640 

年間延べ 

利用人数 
500 553 ― ― ― 

登録会員数 105 114 ― ― ― 

 

③評価  

実施できた（概ね実施できた） 

 

④新型コロナウイルスの影響  

影響なし 

 

⑤今後の展開方針 

 ファミリー・サポート・センター事業について、本市における供給量の充足のため、今後も当

該事業の周知を図り、提供体制の維持に努めます。 

  

(12)ファミリー・サポート・センター事業(子育て援助活動支援事業) 
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①事業概要 

 妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、１．健康状態の把握、

２．検査計測、３．保健指導を実施するとともに、必要に応じた医学的検査を医療機関に委託し、

実施する事業です。 

 

②計画期間における実施状況 

東金市保健福祉センターにおいて、母子健康手帳の交付時に受診票を１４回分交付しています。 

（単位：人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 3,360 3,410 3,470 3,520 3,580 

年間延べ 

利用人数 
3,575 3,174 ― ― ― 

   

 

③評価  

実施できた（概ね実施できた） 

 

④新型コロナウイルスの影響  

影響なし 

 

⑤今後の展開方針 

市においては、全ての妊婦が妊婦健診を受けることができる体制が整っているため、今後も

引き続き体制の維持に努めます。 

 また、令和４年度より、妊婦健診の回数が頻回となる多胎妊婦に対し、追加で助成を受ける

ことができる受診票５回分を交付しています。 

 

 

(13)妊婦健診 


